
水量料金（用途別、1あたり）

期間
一般用および共用栓用（1 あたり） 湯屋用 共同浴場 プール用 臨時用

1 ～ 10  11～ 20 21～ 50 51 ～ 500  501 以上 1あたり 1あたり 1あたり 1あたり

平成 26 年 4月分まで 96 円 182 円 248 円 320 円 320 円 105 円 － 110 円 529 円

水量料金（用途別、1あたり）

期間
一般用および共用栓用（1 あたり） 湯屋用 共同浴場 プール用 臨時用

1～ 10 11～ 20 21～ 30 31～ 50 51～ 500 501以上 1あたり 1あたり 1あたり 1あたり

平成 22 年 5月分～平成 24 年 4月分まで 96 円 199 円 257 円 280 円 341 円 341 円 － － 176 円 472 円

平成 24 年 5月分～平成 26 年 4月分まで 96 円 182 円 248 円 248 円 320 円 320 円 105 円 － 110 円 529 円

基本料金（全用途共通、1 カ月あたり）

期間
口径

13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

平成 22 年 5月分～平成 24 年 4月分まで 1,560円 1,996円 3,115円 5,200円 10,114円 17,700円 37,100円 62,600円 138,500円 248,000円

平成 24 年 5月分～平成 26 年 4月分まで 1,018円 2,115円 3,234円 4,578円 9,437円 15,178円 30,505円 51,424円 114,014円 205,000円

基本料金（全用途共通、1 カ月あたり）

期間
口径

13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

平成 26 年 4月分まで 1,018 円 2,115 円 3,234 円 4,578 円 9,437 円 15,178円 30,505円 51,424円 114,014円 －

水量料金（用途別、1あたり）

期間
一般用および共用栓用（1 あたり） 湯屋用 共同浴場 プール用 臨時用

1～ 10 11～ 20 21～ 50 51～ 500  501 以上 1あたり 1あたり 1あたり 1あたり

平成 22 年 5月分～平成 24 年 4月分まで 68 円 182 円 210 円 223 円 213 円 － 68 円 120 円 456 円

平成 24 年 5月分～平成 26 年 4月分まで 81 円 182 円 231 円 267 円 257 円 － 81 円 115 円 492 円

水量料金（用途別、1あたり）

期間
一般用および共用栓用（1 あたり） 湯屋用 共同浴場 プール用 臨時用

1 ～ 10  11 ～ 20  21 ～ 50  51～ 500  501以上 1あたり 1あたり 1あたり 1あたり

平成 26年 5月分から 96 円 182 円 248 円 320 円 310 円 105 円 105 円 110 円 529 円

基本料金（全用途共通、1 カ月あたり）

期間
口径

13mm 20mm 25mm 30mm 40mm 50mm 75mm 100mm 150mm 200mm

平成 26年 5月分から 1,018 円 2,115 円 3,234 円 4,578 円 9,437 円 15,178円 30,505円 51,424円 114,014 円 205,000 円

基本料金（全用途共通、1 カ月あたり）

期間
口径

13 ｍｍ 20 ｍｍ 25 ｍｍ 30 ｍｍ 40 ｍｍ 50 ｍｍ 75 ｍｍ 100 ｍｍ 150ｍｍ 200ｍｍ

平成 22 年 5月分～平成 24 年 4月分まで 1,018円 2,115円 3,969円 5,764円 12,012円 18,441円 42,840円 73,185円 － －

平成 24年 5月分～平成 26 年 4月分まで 1,018円 2,115円 3,572円 5,187円 10,570円 16,781円 36,414円 62,207円 － －

  　【耐震改修工事助成補助限度額】

一般住宅

大崎市 ･･･1/3 助成
（上限額 45 万円）

＋
宮城県 ･･･1/6 助成
（上限額 15 万円）

避 難 弱 者 住 宅
お よ び 特 定 地
域住宅

大崎市および宮城県
　　　･･･1/2 助成
（上限額67万5千円）

■
住
宅
改
修

  　【住宅リフォーム助成受付日程】

受付日 受付時間 受付場所

5 月 15 日

9時～
16 時

市役所本庁舎
北会議室 2階

5 月 16 日
以降

建築住宅課
（市役所東庁
舎 3 階）


